
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館又は、イベントを中止することがありますのでご理解願います。

特集特集

⑦

⑧

⑥

⑤

③

④

②

　総合計画とは、上三川町のすべての行政活動の基本となる最上位の行政計画であり、
まちづくりの原則や町の将来像を実現するための道筋を示すものです。

　総合計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３層から構成されています。

　総合計画では、“安心・安全”、“活力・交流”、“協働・自立”の３つの｢基本理念｣を踏まえつつ、行政 　
と町民が一体となってまちづくりに取り組んでいくための目標となる「町の将来像」を定めています。

　「町の将来像」の実現に向けた、今後のまちづくりの方向性を示す「８つの基本目標」を定めています。

基本構想 基本構想（平成 28 ～令和 7 年度）

前期基本計画
（平成 28 ～令和 2 年度）

基本計画

実施計画

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

第６次
総合計画

次期
総合計画

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31/Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8

後期基本計画
（令和 3 ～令和 7 年度）

第７次総合計画

ローリング方式により毎年度見直し

共に創る　次代に輝く　安心･活力のまち　上三川

上三川町第7次総合計画 -後期基本計画を策定-

[基本構想]  計画期間:１０年
　　　　　　 ▶ 町の将来像やその実現に向けた基本目標などを示すものです。

[基本計画]　計画期間:５年
　　　　　　 ▶ 基本構想に基づき、主要施策などを、行政の各分野にわたり体系的に示すものです。

[実施計画]  計画期間:２年 (毎年度見直しを実施)
　　　　　　 ▶ 基本計画に基づき、具体的に実施する事務事業の内容、財源等を示すものです。

①

【４】健康・福祉の環境の充実

【５】産業環境の充実

【６】協働体制の充実【３】子育て・教育環境の充実 

【２】定住を促す環境の充実

【１】安心安全な環境の充実

◎自然災害の脅威に備えた安心安全な
　地域づくりに取り組みます。

◎良質な居住環境や買い物利便性の向　
　上など暮らしやすい環境を整えます。

◎特色ある教育環境の整った子育ての
　しやすい環境づくりに取り組みます。

◎活発な町民活動やまちおこしの取組
　みが展開される協働体制を整えます。

◎新たな産業基盤整備や観光交流機能
　の強化など産業の環境を充実します。

◎新たな生活様式を見据え誰もが健康
　で元気に暮らせる環境を整えます。

　「後期基本計画」は、「基本構想」や「前期基本計画」をベースに、新型コロナウイルス感染症がもたら
した社会情勢の変化や町民ニーズの動向等の要素を踏まえて策定しています。

後期基本計画の策定において踏まえた要素

後期基本計画

前期基本計画

上三川町第７次総合計画

○人口減少・高齢化の進行

○生活環境の変化

○新しい時代のながれ　等

昨今の社会情勢の変化
○町民アンケート調査

○中学生アンケート調査

○高校生アンケート調査

○各種団体アンケート調査

町民ニーズの動向

　昨今の社会情勢の変化などに対応し、まちの活力・魅力が今後も維持されるよう、「後期基本計画」におい
て積極的に取り組むべき「重点項目」を定めています。

基 本 構 想
町の将来像 共に創る 次代に輝く 安心・活力のまち 上三川

３つの基本理念 ８つの基本目標
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町の将来像を実現するための施策（具体的な取組み）の一例です。　

③
●農業の産地形成や新たな販路の開拓、担い手の確保

●企業の誘致や新たな産業団地整備に向けた調査・研究

●中小企業の経営体質強化や起業等への支援　等

●安全な妊娠・出産の支援や子育て支援サービスの充実

●高齢者の介護予防や生きがいづくりの推進

●学校と地域による郷土学習や地域連携活動の強化　等
②

●国・県道や町内の骨格道路・生活道路の整備

●路線バスの維持・確保やデマンド交通の充実

●生沼家住宅の利活用や折り紙のまちづくりの推進　等
④

●一級河川・中小河川等の危険箇所の改修整備

●既成市街地への良好な居住環境の形成

●定住促進のための住宅支援や空き家対策の推進　等
①

道路工事の様子河川の護岸整備の様子

子育て支援センターでの育児支援の様子 介護予防教室の様子

デマンド交通かみたん号 国登録有形文化財「生沼家住宅」

上三川インター南産業団地農作業の様子

●芸術・文化団体の育成や鑑賞・発表機会の充実

●故吉澤章氏の創作折り紙の普及・啓発

●スポーツ団体の育成や国体開催のレガシーの継承　等
⑤

●公園施設の改修や維持管理の推進

●地域の環境保全活動や地球温暖化防止対策の推進

●鬼怒川や田園など美しい景観資源の保全　等
⑥

●コミュニティ推進協議会や自治会・団体等の活動の支援

●子育て・介護・職場等の幅広い男女共同参画の促進

●人権教育・啓発や人権相談等の充実　等
⑦

●公共サービスの提供等への民間の参画・協働の促進

●時代のニーズに応じた行政組織機構や業務の改善

●財政の適正かつ健全な運営　等
⑧

体育センター改修の様子ワークショップの様子

人権カレッジの様子放課後子ども教室の様子

地域住民による花いっぱい運動の様子蓼沼親水公園

図書館ボランティア活動の様子創作折り紙「吉澤章展」の様子

▶問い合わせ先＝企画課　総合政策係  ☎       ９１１８56
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